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第１章  下水道ビジョンの趣旨  

１  策定 の 趣旨  

今日、人 口減少 や少 子高齢化 など に よ り 、社会構 造 が大 きく 変化し、 労働力

の不足や 社会機 能の 維持が困 難 にな るこ とが懸念 されて いま す 。また 、 近い 将

来に発生 が予測 され ている南 海トラ フ地 震 や激甚 化・頻 発化 している 集中豪 雨

による浸 水被害 など の災害へ の対策 も 喫 緊の課題 となっ てい ます。  

さらには 、新型 コロ ナウイル ス の感 染 拡 大の影響 により 、 新 たな 生活 様式へ

の対応が 必要と な っ てく るな ど、社 会を 取り巻く 環境は 大き な変化に 直面 し て

います。  

下水道は 、生活 環境 の改善、 公共用 水域 の水質保 全及び 浸水 被害の防 除 の役

割を担う 重要な ライ フ ライン です。 しか しながら 、下水 道事 業は、職 員の減 少

や施設の 老朽化 、使 用料収入 の減少 の三 重苦にあ ります 。  

このよう な状況 の な か、本市 の下水 道事 業を将来 に 渡り 、 安 定的に運 営して

いくため に、今 後の 下水道事 業 が進 むべ き方向性 を示す 計画 として 、 刈谷市 下

水道ビジ ョンを 策定 するもの です 。  

 

 

（出典： 国土交 通省 ホームペ ージ）  

下水道事 業の現 状・ 課題  
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２  下水 道 事業 に 関 連する持 続可能 な開 発目標（ SDGs）  

持続可能 な開発 目標（ SDGs：Sustainable Development Goals）とは 、令和

12 年（2030 年）ま で に持続 可 能でよ りよ い世界を 目指す 国際 目標です 。17 の

ゴール・169 の ター ゲットか ら構成 され ています 。  

 

本市の下 水道事 業に おいては 、本ビ ジョン の施策を 展開す るこ とで、SDGs の

推進を図 るもの とし ます。  

刈谷市下 水道 ビ ジョ ンに関連 するゴ ール  
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第２章  下水道事業の現状と課題  

１  事業 の経緯  

本市の下 水道は、昭 和 27 年（1952 年）に単独公 共下水 道と して事業 に着手

し、昭和 49 年（ 1974 年）に愛知 県 の 境 川流域下 水道に 接続 する流域 関連公 共

下水道に 変更し まし た 。  

事業着手 当初は 、 市 中心部に おいて 汚水 と雨水を 同じ 管 で処 理する合 流式で

整備を進 めてい まし た。 昭 和 59 年（1984 年）から は、汚水 と雨水を 別々の 管

で処理す る分流 式を 採用しま した。  

その後、 本市 を はじ めとする 流域関 連市 町の汚水 を処理 する 終末処理 場であ

る境川浄 化セン ター が平成元 年（ 1989 年）に 供用開 始され た ことから 、それに

合わせて 、平 成 20 年（2008 年）ごろま で に集中的 に 整備 を進 め ました 。下水

道普及率 は 、令 和 2 年度（ 2020 年度 ）で 93.0%と、県内 でも上 位となっ ていま

す。  

事業の経 緯  

和暦（西 暦）  経緯  

昭和 27 年 （1952 年 ） 単独公共 下水道 とし て事業 着 手（合 流式 ）  

昭和 49 年 （1974 年） 境川流域 下水道 に接 続する流 域関連 公共 下水道に 変更  

昭和 59 年 （1984 年） 分流式を 採用  

平成元年 （ 1989 年）  供用開始  

令和２年 （ 2020 年）  下水道普 及率 93.0% 
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（「境 川流域 下水 道」（愛知県 ） から 作成 ）  

境川流域 下水道 計画 図  

  



5 

 

２  現状 と課題  

１）下水 道接続 人口 と有収水 量  

本 市 の 行 政 区 域 内 人 口 は 、 こ れ ま で 一 貫 し て 増 加 し て き ま し た 。 し か し 、

平成 20 年（2008 年 ）のリーマ ンショ ッ ク以降、人 口の増 加 は鈍化傾 向にあ

ります。令 和 3 年（2021 年）には、新型 コ ロナウイ ルス感 染拡 大の影響 を受

けて行政 区域内 人口 と有収水 量 が減 少し ました。  

一方、下 水道接 続人 口は、新 規整備 の進 捗や 下水 道接続 率の 上昇 など によ

って増加 してい ます 。  

行政区域 内人口 ・ 下 水道接続 人口 と 有収 水量  

  

集 計 方 法  

見 直 し  
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２）汚水 管整備  

市 中 心 部 か ら 着 手 し た 汚 水 管 整 備 は 、 周 辺 の 市 街 地 へ 整 備 区 域 を 拡 大 し 、

土 地 の 利 用 状 況 や 地 形 的 な 制 約 な ど か ら 整 備 が 困 難 な 区 域 を 残 し て 市 街 化

区域の整 備 は 概 ね完 了し まし た。市 街化 調整区域 につい ては 、市街化 区域に

隣接して いる区 域や 主な既存 集落な どの 整備は進 んでい ます が、民家 が点在

している 区域は 整備 効率が悪 いこと から 、新規整 備の進 捗が 鈍化して います 。 

本市の汚 水 管整 備状 況 として は、令 和 2 年度（2020 年度）の 下水道普 及率

が 93.0%であ り、愛 知県平均（ 79.9%）や全国平均（ 80.1%）を大きく上 回っ

ています 。  

なお、 汚水 処理人 口 普及率は 97.6％で、 国土交 通省 の目標 （ 令和 8 年度

（2026 年度）まで に 汚水処理 人口普 及率 を 95％以上 ）を達 成 していま す。  

下水道普 及率  

汚水処理 人口普 及率

刈 谷 市 R2:93.0%  

全 国 R2:80.1%  

愛 知 県 R2:79.9%  

刈 谷 市 R2:97.6%  

全 国 R2:92.1%  

愛 知 県 R2:91.8%  
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整備状況 図 （令 和 2 年度（ 2020 年度 ））  

  

基 本 計 画 区 域  

事 業 計 画 区 域  

供 用 開 始 区 域  

市 街 化 区 域  

行政区域 面積（ 刈谷 市全域） 5,039ha  

行政区域 内人口 （ A）  152, 673 人  

基本計画 区域面 積  3,206.0ha  

事業計画 区域面 積  2,383.3ha  

供用開始 区域面 積  2,2 52 .2ha  

供用開始 区域内 人口 （ B）  141, 927 人  

下水道普 及率（ B）÷（A）  93.0 ％  

（愛知県 ）下水 道普 及率  79. 9％  

（全国） 下水道 普及 率  80.1 ％  
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３）維持 管理  

本市の下 水道 は、令 和 2 年度（2020 年度 ）の管きょ 総延長（ 合流管、汚 水

管及び雨 水管の 合計 ）が約 840km で 、標 準耐用年 数 であ る 50 年を超え る 管

きょ延長 は 約 33km です。し かし、 現状 のまま放 置する と、 10 年後に は約

99km、20 年後には 約 168km と、 急激に 老朽化が 進行し ます 。  

老朽化は 、管き ょの 破損など に よる 道路 陥没や下 水道機 能の 停止など の原

因となり 、安心 安全 な社会生 活へ重 大な 影響を及 ぼしま す。  

そのため 、施設 が壊 れてから 直すの では なく、壊 れる前 に計 画的に改 築や

修繕を行 う予防 保全 型の維持 管理を 推進 していく 必要が あり ます。本 市では 、

令和元年 度（ 2019 年 度）に 刈谷市 下水 道ス トックマ ネジメ ント 計画を策 定し 、

計画的に 改築や 修繕 を行う長 寿命化 対策 を行って います 。  

また、市内 に 3 箇 所 ある雨水 ポンプ 場は 供用開始 後 30 年 か ら 40 年ほ ど経

過してお り、設 備の 老朽化が 進んで いま す。 特に 電気設 備は 、故障時 の影響

が大きい うえに 、劣 化状況の 把握が 困難 であるこ とから 、適 切に管理 を行う

ことが必 要とな りま す。  

 

 

 

管きょの 破損 に よる 道路陥没  管きょ の 破損  
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（出典：「刈 谷市 下水 道 ストッ クマネ ジメ ント計画 」）  

年度ごと の 管き ょ 整 備延長と 累計 管 きょ 延長  

雨水ポン プ場位 置図  
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４）地震 対策  

本市の下 水 道事 業の 地震対策 は、 刈 谷市 下水道総 合地震 対策 計画に基 づい

て実施し ており 、 防 災拠点や 避難所 など からの汚 水を受 け入 れる汚水 管や緊

急 避 難 経 路 な ど に 埋 設 さ れ て い る 汚 水 管 な ど の 重 要 な 汚 水 管 き ょ の 対 策 は

概ね完了 し まし た。  

今後は、 雨水管 の耐 震化に向 けた取 り組 みを計画 的に行 って いく必要 があ

ります。  

（出典： 国土交 通省 ホームペ ージ）  

重要な汚 水管き ょ及 び雨水管 きょ  

重要な汚 水管 き ょの 耐震化率   
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５）浸水 対策  

本市は、 過去に 台風 や大雨に よる浸 水被 害に何度 も見舞 われ ており、 平成

12 年（2000 年）の 東海豪雨 では、 過去 に 類を見 ない大 きな 被害を受 けまし

た。  

全国的に 大きな 浸水 被害が起 きてい るこ とから、 国は、 都市 部におけ る浸

水被害対 策とし て、 特定都市 河川浸 水被 害対策法 を制定 し、 同法に基 づく特

定都市河 川に本 市を 流れる境 川、逢 妻川 及び猿渡 川が指 定さ れました 。  

現在、愛 知 県と 関係 市町で策 定した 境川 ・猿渡川 流域水 害対 策計画 に 基づ

き、本 市の下 水道 施 設とし て 13,800 ㎥の 調整池（貯留 浸透 施 設）を 整備 す る

計画の うち、 4,600 ㎥分の 整備を 完了 し ていま す。引 き続 き 、雨水 貯留施 設

の整備を 計画的 に進 めていき ます。  

 

（出典： 国土交 通省 ホームペ ージ）  

市街化に よる 雨 水流 出量増大 のイメ ージ   

地下貯留 施設の 設置 の様子  工事中の 地下貯 留施 設の内部  



12 

 

６）水質 保全  

市内の主 要な河 川で ある境川 、逢妻 川及 び猿渡川 の BOD 値 は、下水 道整

備の進捗 と共に 改善 してきて おり 、令 和 2 年度（ 2020 年度 ）において は、す

べての調 査地点 で 環 境基準値 以下と な り ました。  

また、合 流区域 では 、大雨が 降った 際に 公共用水 域に排 出さ れる 放流 水の

水質改善 対策を 平 成 25 年度（2013 年度）に完了し ており、その効果 を維持

していく ために 、毎 年水質検 査を実 施し 、水質の 確認を して います。  

なお、汚 水処理 施設 の一つで ある 合 併処 理浄化槽 は、生 活排 水をすべ て処

理する施 設 で す が、 点検や清 掃 など 、適 正に管理 するこ とで 処理水の 水質が

維持され ます。  

刈谷市内 の主要 な河 川の水質 （ BOD 基準 値 3mg/L）  

刈谷市内 の主要 な河 川の水質 （BOD 基準 値 5mg/L）   
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合流改善 施設の イメ ージ  

 

  

  
合流改善 施設（ ろ過 スクリー ン）  合流改善 施設（ 渦流 式 水面制 御装置 ）  
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７）経営 状況  

◎下水道 接続率 ・有 収率  

下水道接 続率 は 91.6%で、碧海 5 市 平均 （89.2%）より高い も のの、他

の平均値 と比 べて低 いため、 下水 道 への 接続を促 進す る取り 組み が必 要で

す。  

また、有収 率は 81.4%であり、全 国平均（ 80.4%）や類似 団体平 均（ 80.6%）

などより も若干 高い ものの、碧海 5 市平均（ 89.9％）や 西三 河平 均（ 90.3%）

より低く なっ ていま す。 有収 率の 低さは 、使用料 の徴 収対象 とならな い不

明水を多 く処 理して いること を示 してお り、不明 水 の 調査 や 老朽管の 改築

を進める ことで 有収 率の改善 に取り 組ん でいく必 要があ りま す。  

 

下水道接 続率（ 令 和 2 年度（2020 年度 ））  

 

有収率（ 令和 2 年度 （2020 年度））   
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◎経費回 収率  

本市の下 水道使 用料 は、県内 で 2 番目に 低い水準 とな っ てい ます。  

公営企業 であ る下水 道事業は 、 独 立採 算 制の原則 から 、下水 道使用料 で

経費を回 収し、 経営 を行って いくこ とが 求められ ていま す。  

しかしな がら 、 経費 回収率は 71.3%（基本使用料 の免除 分を 加算した 場

合は 81.1%）と碧 海 5 市を除く 他の 平均 を下回っ ていま す。  

経費回収 率が 100％を下回っ ている とい う ことは 、汚水 処理 に要する 経

費を使用 料で 賄えず 、不足分 を一 般会計 からの繰 入金 で補て んしてい るこ

とを示し てお り、収 入の増加 や経 費 の削 減などの 経営 改善に 取り組む 必要

がありま す。  

県内自治 体の 1 か 月 20 ㎥当たり 下水道 使 用料  

（令和 4 年（2022 年 ）1 月時点 ）  

 

経費回収 率 （令 和 2 年度 （2020 年度 ））   

基 本 使 用 料  

免 除 分 加 算  

81.1%  
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８）その 他の課 題  

◎事業の 多様化 （広 域化共同 化、官 民連 携など）  

現在、各 流域 下水道 から排出 され る汚泥 を共同し て処 理 する ことや下 水

道に関す る手 続き 、 不明水調 査な ど 、事 務や維持 管理 業務な どにおい て、

愛知県や 他 市町 との 間で広域 化共同 化 の 取り組み が検討 され ています 。  

また、本 市の し尿処 理施設に おい ても、 し尿など の一 部を公 共下水道 に

投入して おり、 下水 道施設の 有効利 用を 図ってい ます。  

民間事業 者の 持つ技 術力やノ ウハ ウを活 用した官 民連 携につ いても、 施

設整備や 維持 管理な どの業務 にお いて、 業務効率 化の 手法 の 一つとし て検

討する必 要があ りま す。  

（国土交 通省ホ ーム ページ か ら作成 ）  

広域化の 一例（ 汚泥 共同処理 ）  

 

◎デジタ ル化  

新型コロ ナウ イルス の感染拡 大に 伴って 生活様式 や働 き方が 大きく変 化

し、あら ゆる 場面で デジタル 技術 が 活用 されまし た。 施設管 理や市民 サー

ビスなど 、業 務全般 において デジ タル技 術をさら に活 用する ことによ り、

業務の効 率化や 市民 サービス の向上 に取 り組む必 要があ りま す。  

  

し尿処理場 

公共  
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◎広報活 動  

ホームペ ージ や広報 紙などに より 、下水 道事業に 関す る情報 を提供し て

いますが 、市民 や利 用者に十 分届い てい るとは言 えない 状況 です。  

持続的で 安定 し た下 水道事業 の 運 営を図 るうえで も、 さらな る情報発 信

のあり方 を検討 する 必要があ ります 。  

 

 

まとめ  

 

現状と課 題のま とめ  
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第３章  下水道事業の将来像  

１  下水 道接続 人口 と 有収水 量 の推 計  

第 8 次刈 谷市 総合計 画では 、令 和 24 年（ 2042 年）の目標 人口 を 160,000 人

としてい ます。 人口 の増加や 下水道 接続 率の向上 に伴っ て、 下水道接 続人口 は

緩やかに 増加が 続く 見込みで す。  

一方、一 人当た りの 有収水量 は節水 機器 の普及 や 節水意 識の 高まりな どによ

って減少 する見 込み であり、令 和 24 年（ 2042 年）頃ま での 有 収水量は 下水道

接続人口 の増加 など によって 増加す る も のの 、長 期的に は減 少する見 込みで す 。 

行政区域 内人口 と下 水道接続 人口の 推計  

有収水量 と一人 当た り有収水 量（減 少率 ）の推計  

 

２  計画 期間  

本ビジョ ンの計 画期 間は、 刈 谷市総 合計 画の基本 計画期 間に 合わせて 、 令和

5 年度（2023 年度 ） から令 和 14 年度 （2032 年度）ま での 10 年間とし ます 。   
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３  基本 理念  

国土交通 省の「新 下水 道ビジョ ン」や愛 知県 の「あ いち下 水道 ビジ ョン 2025」

を踏まえ るとと もに 、刈谷市 総合計 画や 刈谷市都 市計画 マス タープラ ンを 本 ビ

ジョンの 上位計 画と して位置 付けま す。  

下 水 道 事 業 は 、 将 来 に 渡 っ て サ ー ビ ス を 持 続 し て い く 使 命 が あ る こ と か ら 、

本ビジョ ンの基 本理 念を『ま ちづく りを 支える下 水道  ～水 の帰りみ ちをい つ

までも～ 』とし ま す 。  

刈谷市下 水道ビ ジョ ンの位置 付けと 基本 理念  
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４  基本 方針 ・ 基本 施策  

基本理念 に基づ いて 、 6 つの 基本方 針を 掲げ、そ れぞれ に 基 本施策を 設定し

ます。  

 

基本方針 １  効 率的 な施設管 理の推 進  

◎予防保 全 型維 持管 理 の推進  

・計画的 な改 築・ 修 繕により 、 下 水道施 設の良好 な維 持管理 の推進や 財政

負担の平 準化を 図り ます 。  

 

基本方針 ２  災 害に 強い・強 靭な下 水道 の構築  

◎地震対 策の推 進  

・重要な 雨水管 きょ の耐震化 を 推進 しま す 。  

 

◎浸水対 策の推 進  

・浸水時 でも 一定の 機能を維 持す る こと を目的と した 耐水化 計画に基 づき 、

雨水ポン プ場の ハー ド対策を 行 いま す。また、必要な ソフト 対策を BCP

に位置付 けるこ とで 、 浸水被 害の軽 減 に 努めます 。  

・雨水貯 留施設 の整 備を 推進 します 。  

・さらな る治 水安全 度の向上 を図 るため 、 市民や 事業 者に対 する 雨水 貯留

浸透施設 の設置 補助 制度の拡 充を 図 りま す 。  

 

基本方針 ３  汚 水処 理の推進  

◎汚水処 理の最 適化  

・汚水管 整備 につい ては、 採 算性 や地域 性などを 考慮 し たう えで 、整 備効

果が見込 まれ る 区域 の 整備を 優先 し、そ の他の区 域に ついて は 今後の 整

備のあり 方を検 討し ます。  

・市街化 区域 の 未整 備区域に つい ては 、 利用状況 など の進展 に合わせ て、

整備手法 や進め 方 な どを検討 します 。  
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基本方針 ４  快 適な 生活環境 と水環 境の 創出  

◎下水道 接続の 促進  

・ホーム ペー ジや広 報 紙など 様々 な機会 を捉えて 、下 水道の 役割や 補 助制

度などの 周知 を 行い 、下水道 への接 続を 促進しま す。  

 

◎合流改 善施設 の適 正管理  

・合流区 域 か らの 放 流水 につ いて 、継続 的に 水質 検査 をする とともに 、施

設を適正 に管理 しま す。  

 

◎合併処 理浄化 槽の 有効利用  

・関係機 関な どと連 携し、下 水道 整備区 域外での 合併 処理浄 化槽の設 置促

進策の検 討や適 正な 維持管理 に向け た啓 発を図り ます。  

 

基本方針 ５  積 極的 な情報発 信の推 進  

◎情報発 信及び イメ ージアッ プ  

・事業運 営に 関する 情報など のホ ームペ ージ への 掲載 やイベ ントなど の活

用により 、下水 道へ の理解 の 促進 を 図り ます。  

・デザイ ンマン ホー ル蓋を利 用した PR や収益方 法の可 能性 について 調査

研究しま す。  
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基本方針 ６  持 続的 な事業運 営の推 進  

◎下水道 使用料 の適 正化  

・収入の 増加 や支出 の抑 制な どの 経営改 善 に取り 組む ととも に 、継続 的に

最適な下 水道使 用料 の設定を 検証 し ます 。  

 

◎業務の 効率化  

・愛知県 や他 市町と の広域化 共同 化の取 り組みを 推進 すると ともに 、 官民

連携手法 の導入 の可 能性につ いて調 査研 究します 。  

・サービ ス業務 や維 持管理業 務 など につ いて DX を推進 しま す。  

 

◎人材育 成と技 術継 承  

・OJT のほか 、 外部 研修への 積極的 な参 加などに より、 職員 の 専門知 識や

技術力の 向上を 図り ます。  

・BCP の定期的な 見 直しや 防 災訓練 など を通じて、災害対 応 能力の向 上を

図ります 。  
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５  管理 指標 ・ 目標  

本ビジョ ンの進 捗を 管理する ため、 管理 指標と目 標を以 下の とおり設 定しま

す。  

管理指標  
現状  

（ 令 和 2 年 度 （ 2020 年 度 ））  

目標  

（ 令 和 14 年 度 （ 2032 年 度 ））  

汚水処理 人口普 及率  97.6% 99％  

経費回収 率  81.1%※  90％  

下水道接 続率  91.6% 94％  

※新型コ ロナウ イル スの感染 拡大に 伴 う 基本使用 料の 免 除分 を加算し た数値  

 

６  進捗 管理  

毎年、計 画の進 捗管 理（モニ タリン グ） を行い、 その結 果を 次期下水 道ビジ

ョンに反 映させ る PDCA サイク ルを機 能さ せていき ます。  
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資料  

１  コラ ム  

１）下水 道の役 割  

・生活環 境の改 善  

汚 水 をす み や か に 排 除 す るの で ハ エ や カ 、 悪 臭の 発 生源

を なく し ま す 。 また 、 汲み 取 り 便 所 が水 洗 化さ れ る こ とに

より衛生 的な生 活が できるよ うにな りま す。  

 

・公共用 水域の 水質 保全  

汚水を終 末処理 場に 集め、きれい な水に し て、川 や海

に流し、 自然環 境を 保ちます 。  

 

・浸水の 防除  

川や水路 と同じ よう に、雨水 をすみ やか に排除し 、浸水

の被害か ら私た ちの 生活を守 ります 。  
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２）下水 道のし くみ  

各家庭や 事業所 の汚 水は、道 路に埋 設さ れている 汚水管 を通 って終末 処理場

（境川浄 化セン ター ）できれ いな水 にし て、川や 海に放 流さ れていま す。  

雨水につ いては 、道 路に埋設 されて いる 雨水管を 通って 、川 や海に放 流され

ています 。  

 

（出典： 刈谷市 ホー ムページ ）  

下水道の しくみ  
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３）下水 道の処 理方 式  

下水道に は、分 流式 と合流式 の 2 種類の 処理方式 があり ます 。  

分流式と は、 汚 水は 汚水管に 流して 終末 処理場で 処理し 、雨 水は雨水 管に

流して直 接河川 など に放流す る方式 です 。  

一方、合 流式と は、 汚水と雨 水を合 わせ て、 1 つ の合流 管に 流して終 末処

理場で処 理する 方式 で、早く から下 水道 事業に取 り組ん でき た大都市 を中心

に全国 191 の 都市で 採用され ていま す。  

（出典： 国土交 通省 ホームペ ージ）  

分流式と 合流式 のイ メージ  
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４）汚水 処理の 種類  

汚水処理 施設に は、 下水道法 に基づ く下 水道とそ の他の 汚水 処理施設 があ

ります。 本市の 汚水 処理施設 は、愛 知県 が事業主 体であ る流 域下水道 に接続

する「流 域関連 公共 下水道」 と「合 併処 理浄化槽 」の 2 種類 となりま す。  

 

（出典：「あ いち の下 水道」（愛知 県））  

汚水処理 施設の 種類  
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単独処 理浄化 槽や 汲 み取り 便所は 、ト イ レから の排水 のみ を 処理す る施設

であり、 風呂や 台所 などから の排水 は処 理できな いため 、川 や海など の汚れ

の主な原 因とな って います。  

 

（「日 本にお ける し尿 処理・分 散型生 活排 水処理シ ステム 」（環 境省）か ら作成 ）  

汚水処理 施設の しく み  

  

汚
水
処
理
施
設 
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５）合併 処理浄 化槽 と単独処 理浄化 槽  

1 人が 1 日に排 出す る汚れの 量（ BOD）は 40ｇとい われて い ます。単 独処

理浄化槽 の BOD 除去 率は 65％以上 であ り 、トイレ 以外の 排水 は処理さ れな

いため、放 流水の 汚 れの量 は 32ｇとな り ます。一方、合併処 理 浄化槽 の BOD

除去率 は 90％以上 で あり、すべ て の 生活 排水が処 理され るた め、処理水 の汚

れの量は 4g 以 下ま で削減で きます 。合 併処理浄 化槽を 使っ ている家 庭は、

単独処理 浄化槽 を使 っている 家庭と 比べ て、汚れの 量を 約 1/8 まで削減 でき

ることに なりま す。  

 

単独処理 浄化槽            合併処理 浄化槽  

（愛知県 ホーム ペー ジから作 成）  

単独処理 浄化槽 と合 併処理浄 化槽の イメ ージ  
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６）集合 処理と 個別 処理  

一般的に は、都 市部 など人口 密度が 大き い地域で は公共 下水 道などの 集

合処理が 経済的 とな り、民家 がまば らで 人口密度 が小さ い地 域では個 別処

理である 合併処 理浄 化槽が 経 済的と なり ます。  

（出典：「全 県域 汚水 適正処理 構想 」（ 愛知 県））  

集合処理 と個別 処理 のイメー ジ  
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２  アン ケート 結果  

■アンケ ートの 目的  

本アンケ ート調 査は 、下水道 事業に 対す る市民の 関心や 要望 、意見を 把握

するため に行い まし た。  

 

■アンケ ートの 実施 内容  

・実施期 間  令 和元 年 （2019 年）12 月 ～令和２ 年 （2020 年 ）１月  

・回答数   1,236 通  

 

■回答者  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 年代】  【世帯構 成 】  

【同居人 数 】  



32 

 

■アンケ ートの 結果  

【問１】 下水道 に求 めている ものは 何で すか？（ 複数回 答可 ）  

 

【問２】 マンホ ール や下水道 管 の維 持管 理の重要 度を教 えて ください 。  

 

【問３】 近隣市 と比 べて、刈 谷市の 下水 道使用料 をどの よう に思いま すか？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

団 体 名  使 用 料 ( 消 費 税 込 み )  

刈 谷 市  3,300 円  

安 城 市  3,300 円  

知 立 市  3,630 円  

碧 南 市  3,520 円  

高 浜 市  3,520 円  

２ か 月 間 に 40 ㎥ 使 用 し た 場 合 の 下 水 道 使 用 料  

（ 令 和 元 年 12 月 1 日 時 点 ）  
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【問４】 あなた がお 住いの区 域は下 水道 が使える 区域で すか ？  

【問５】 下水道 が使 える区域 の方は 下水 道に接続 してい ます か？  

【 問 ６ 】 下 水 道 が 使 え な い 区 域 の 方 は ど の よ う な 方 法 で 汚 水 を 処 理 して

いますか ？  

【問７】 下水道 が使 えない区 域の 方 は下 水道の整 備を希 望し ますか？  

 

 

 

【問 ４】  【問５ 】  

【問６ 】  【問７ 】  
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【問８】 刈谷市 のホ ームペー ジや市 民だ よりで下 水道に 関す る情報を 見たこ と

はありま すか？  

 

【問９】 刈谷市 の下 水道事業 のサー ビス について 、どの よう に感じま すか？  

 

【問１０ 】下水 道事 業につい て、も っと よく知り たいと 思う ことは何 ですか ？  

（複数回 答可）  
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３  用語 集  

≪あ行≫  

一般会計  主に税を 財源と して、国や地方 公共団 体の 基本的活 動を

行うのに 必要な 歳入 、歳出を 経理す る会 計。  

雨水吐室  合流式下 水道に おい て、一定 量以上 の降雨 時に未処 理下

水を公共 用水域 に放 流する施 設のこ と。  

OJT On the Job Training（職場内訓 練）の略。職場内で 行わ

れる職業 指導手 法の ひとつで 、職場 の上司 や先輩が 部下

や 後 輩 に 対 し 具 体 的 な 仕 事 を 通 じ て 、 仕 事 に 必 要 な 知

識・技術 ・技能 ・態 度などを 指導教 育す ること。  

汚水処理 施設  生活や事 業に起 因す る汚水 を 処理す る施 設で、下 水道、

農業集落 排水施 設 、コミュニ ティ・プ ラ ント及び 合併処

理浄化槽 などの こと 。  

汚水処理 人口普 及率  行政区域 内 人口 のう ち 、下水 道や合 併処理 浄化槽な どの

汚水処理 施設 で 汚水 を処理で きる人 口の 割合。  

汚水適正 処理構 想  市街地だ けでな く 市 町村全域 におい て、各 種汚水処 理施

設 の 整 備 並 び に 増 大 す る 施 設 ス ト ッ ク の 長 期 的 か つ 効

率的な運 営管理 につ いて 、適切 な役割 分 担の もと 、計画

的に実施 してい くた めに策定 する計 画。  

≪か行≫  

改築  既存の施 設 を取 り 替 えたり 、施設の 一部 を 活かしな がら

部分的に 新しく する ことで、所定の 耐用年 数を新た に確

保するも の 。  

合併処理 浄化槽  し尿（便 所から の排 水）と生 活雑排 水（ 台所や洗 濯、風

呂などの 排水） の両 方を処理 するた めの 浄化槽。  

刈谷市総 合計画  本市の最 上位の 行政 計画とし て、地 域のビ ジョンや 将来

像を具体 化する ため の道筋を 示して おり 、市 民、事業者

や各種団 体、国 、県 など、市 に関わ るす べての人 々が、

ともに理 解し、協力し て取り組 むため のま ちづくり の目



36 

 

標を定め 、自主・自律 を基本と する責 任あ る行政運 営を

進めるた めの指 針。  

刈 谷 市 都 市 計 画 マ ス タ

ープラン  

都市づく りの具 体性 のある将 来像を 確立 し、地域 におけ

る 都 市 づ く り の 課 題 と こ れ に 対 応 し た 整 備 の 方 針 を 明

らかにし た都市 計画 に関する 最も基 本的 な計画。  

管きょ  管路施設 のうち 、主に マンホー ルとマ ンホ ールの間 を結

ぶ地中埋 設管な どの こと。  

官民連携  官民の協 働に基 づき 民間の資 本ある いは ノウハウ 、技術

力の活用 によっ て、業 務の効率 化や公 共サ ービスの 向上

を目指す こと。  

管路施設  管きょ、 マンホ ール 、桝及び 取付管 など の総称。 住居、

商 業 、 工 業 地 域 な ど か ら 排 出 さ れ る 汚 水 や 雨 水 を 収 集

し、ポンプ 場、処理場 又は放流 先まで 流下 させる役 割を

果たす。  

基本計画  下水道の 全体像 を明 示した計 画。  

行政区域  都道府県 や市区 町村 など 、行政 を行う 上 での 、地域 の区

分単位の 総称 。（ 刈谷 市の行政 区域＝ 刈谷 市全域）  

供用開始 区域  下水道へ 接続す るこ とのでき る区域 。  

汲み取り 便所  便器下に 据え付 けら れた便槽 にし尿 を貯 留し、定 期的に

人力ある いは機 械に よって汲 み取る 形式 の便所。  

繰入金  一般会計 から下 水道 事業会計 に繰出 され るお金（ 税金 ）。 

経費回収 率  使用料で 回収す べき 経費を、どの程 度使用 料で賄え てい

るかを表 した指 標。  

下水  生活や事 業に起 因す る汚水又 は雨水 。  

下水道  下水を排 除する ため に設けら れる 管 きょ や 処理施 設 、ポ

ンプ施設 、貯留 施設 その他の 施設の 総称 。  

下水道普 及率  行政区域 内 人口 のう ち 、供用 開始区 域内 人口の割 合 。  

下水道接 続率  供用開始 区域内 人口 の うち、実際に 下水道 に接続し て汚

水を処理 してい る人 口の割合 。 水洗 化率 とも言う 。  
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広域化共 同化  人 口 減 少 な ど に 伴 う 料 金 収 入 の 減 少 や 更 新 需 要 の 増 大

などを踏 まえ、公営企 業として サービ スの 継続的な 提供

を行うた めに、汚水処 理施設の 統廃合 や汚 泥処理の 共同

化、維持 管理・ 事務 の共同化 などを 行う こと。  

公営企業  水の供給 や公共 輸送 の確保 、医 療の提 供、下水の処 理 な

ど、地域 住民の 生活や 地域の発 展に不 可欠 なサービ スを

提 供 す る 様 々 な 事 業 活 動 を 行 う た め に 地 域 公 共 団 体 が

経営する 企業活 動の 総称。  

公共用水 域  河川、湖沼、港湾、沿 岸海域そ の他公 共の 用に供さ れる

水域や接 続する 水路 の総称。  

合流改善  合流式下 水道は 、一定 量以上の 降雨時 に未 処理下水 の一

部がその まま放 流さ れるため、公衆衛 生・水質保全・景

観に影響 を及ぼ すこ とから 、汚 濁負荷 量 の削減 、公 衆衛

生上の安 全確保 及び きょう雑 物の削 減を 目的とし て、施

設の改修 を行う こと 。  

合流区域  合流式で 下水を 処理 している 区域。  

合流式  汚水と雨 水を同 じ管 で排除す る方式 。  

≪さ行≫  

市街化区 域  既に市街 化を形 成し ている区 域及び 概ね 10 年以内に優

先的、計 画的に 市街 化を図る べき区 域。  

市街化調 整区域  市街化を 抑制す べき 区域。  

事業計画  基本計画 に定め られ た施設の うち、 5～7 年先まで に実

施する予 定の施 設の 配置 など を定め る計 画。  

修繕  老朽化し た施設 や故 障・損傷し た施設 を 対象とし て 、施

設 の 耐 用 年 数 内 に お い て 機 能 を 維 持 さ せ る た め に 行 わ

れるもの 。  

終末処理 場  下水を最 終的に 処理 して 、河 川など の公共 用水域に 放流

す る た め に 下 水 道 の 施 設 と し て 設 け ら れ る 処 理 施 設 及

びこれを 補完す る施 設。  
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本市では 、愛知 県が管 理してい る境川 浄化 センター のこ

とを指す 。  

重要な汚 水管き ょ  ポンプ場・処理 場に直 結する 管 きょ や 防災 拠点 など から

汚水を受 ける管 きょ 、河 川・軌道 な ど を横 断する 管 きょ

で 地 震 被 害 に よ っ て 二 次 災 害 を 誘 発 す る お そ れ が あ る

ものなど 、地震 時で も機能の 維持が 必要 な 汚水管 きょ 。 

ストック マネジ メン ト  長 期 的 な 視 点 で 下 水 道 施 設 全 体 の 今 後 の 老 朽 化 の 進 展

状況を考 慮し 、優 先 順位付け を行っ たう えで 、施設 の点

検・調査、修繕・改 築 を実施し 、施設 全体 を対象と した

施設管理 を最適 化す ること。  

生活雑排 水  生活排水 のうち 、し 尿（便所か らの 排水）を 除いたも の。 

生活排水  台所、便 所、 風 呂 な ど、日常 生活で 使っ た水のこ と。  

≪た行≫  

単独処理 浄化槽  し尿（便 所から の排 水）のみ を処理 する 浄化槽。  

浄化槽法 の改正 によ り、平成 13 年（2001 年）4 月 1 日

から新た に設置 する ことが認 められ なく なった。  

DX Digital Transformation（ デジ タル ト ラン スフ ォー メー

ション）の 略。デジ タ ル技術の 導入に より 、業務の変 革

を行うこ と。  

特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害

対策法  

都市部を 流れる 河川 の流域に おいて 、著し い浸水被 害 の

おそれが あり、河道 な どの整備 による 浸水 被害の防 止が

市街化の 進展に より 困難な地 域につ いて、特定都市 河川

及び特定 都市河 川流 域として 指定し 、浸水 被害対策 の総

合的な推 進のた めの 流域水害 対策計 画の 策定、河 川管理

者による 雨水貯 留浸 透施設の 整備、雨水の 流出を抑 制す

るための 規制 、都 市 洪水想定 区域の 指定 など 、浸水 被害

の防止の ための 対策 の推進を 図るた めの 法律。  

独立採算 制の原 則  事業に伴 う収入 によ って経費 を賄い 、自立 性をもっ て事

業を継続 してい くと いう公営 企業の 原則 。  
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≪な行≫  

西三河  刈谷市の ほか 、岡崎 市、碧 南市、豊田 市 、安城 市、西 尾

市、知立 市、高 浜市 、みよし 市、幸 田町 の総称。  

≪は行≫  

BOD Biochemical Oxygen Demand（生物化 学的 酸素要求 量）

の略で、 数値が 大き いほど汚 れが多 いこ とを示す 。  

水中の汚 濁物質（ 主 として有 機物 ）が 微 生物によ って酸

化分解さ れると きに 必要とさ れる酸 素量 で、河川 の汚濁

を表す代 表的指 標。  

BCP Business Continuity Plan（業務 継続計 画 ）の略。  

災害発生 時の人 、モ ノ、情報及 びライ フ ラインな どの利

用できる 資源に 制約 がある状 況下に おい ても、適 切に業

務を執行 するこ とを 目的とし た 計画 。  

不明水  下水処理 施設ま で流 れてきた 下水の うち 、使用料を 徴収

すること が でき ない ものであ り 、地下 水、直接浸入 水 な

どからな るもの 。  

分流式  汚水と雨 水を別 々の 管で排除 する方 式。  

碧海 5 市  刈谷市の ほか、碧 南 市、安城市、知立市、高浜市の 総称 。 

≪や行≫  

有収水量 ・有収 率  処理した 汚水の うち、不明水を 除いた 使用 料徴収の 対象

となる水 量及び その 割合。  

≪ら行≫  

流域関連 公共下 水道  市町村区 域内の 下水 を集める 管路 施 設 を 設置し、下水は

流域下水 道の幹 線に 流入させ るもの 。  

流域下水 道  二つ以上 の市町 村区 域の下水 を排除 又は 処理する もの。 

類似団体  全国の地 方公共 団体 のうち 、人 口や人 口 密度 、供用 開始

後年数が 類似す る団 体。  

 


